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第３章 倉敷市が目指す都市と公共交通の役割 
 

１ 上位計画に示されたまちづくりの方向性 

（1） 倉敷市第六次総合計画 

 本計画と倉敷市第六次総合計画では、「交通弱者3が不便なく行きたいところに行くこ

とができている」まちをめざしています。 

 

計画の概要 

計画の期間 平成23年度～平成32年度 

倉敷市のめざす将来像 自然の恵みと ひとの豊かさで 個性きらめく倉敷 

公共交通に関連した項目 

めざすまちの姿 交通弱者が不便なく行きたいところに行くことができている 

施策 交通弱者などが移動しやすい環境をつくる 

基本方針 ○地域や企業、公共交通事業者と連携し、環境負荷の少ない公共

交通のサービスを充実させ、自家用車から公共交通への転換を

促進し、高齢者などだれもが移動しやすい公共交通機関の確保

に努めます。 

○主要な駅及びその周辺地区の公共交通関連施設について、バリ

アフリー化を推進し、高齢者や障がい者など、すべての人が便

利で快適に利用できる環境をつくります。また、公共交通機関

の利用が困難な交通弱者には、その他の交通手段の確保にも努

めます。 

その他の関連した基本構想（めざすまちの姿） 

文化・産業・都市基盤 ○商店街がにぎわい、まちに活気がある 

○市中心部のにぎわいの再生と利便性の向上が図られて、まちづ

くりが行われている 

○特色を生かした各地域の活性化と住民の生活向上が行われてい

る 

保健・医療・福祉 ○だれもが安全に移動できる道路環境となっている 

○障がい者が、地域の人と安心して共に暮らせるようになってい

る 

○高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者が、老後を安心して暮らす

ことができる 

行財政・市民協働・ 

コミュニティ 

○町内会をはじめコミュニティの中で世代を超えて、助け合って

暮らしている 

○行政が、企画立案・実施・評価・改善（PDCA）の中で市民ニー

ズへ的確に対応し施策を見直している 

  

                             
3運転免許や自家用車、それに代わる交通手段を持たず、公共交通機関しか利用することができない、高齢者や子

ども、障がい者等 
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（2） 倉敷みらい創生戦略 

 倉敷みらい創生戦略では、「安心なくらしを守り、地域をつなぐまち倉敷」の実現に
向けて、「コンパクトシティの推進と既存ストックのマネジメント強化」を示してい

ます。 

 

計画の概要 

計画の期間 平成27年度～平成31年度 

倉敷市のめざす将来像 世代を超えて暮らし続けたい、未来に向けて暮らしてみたいま

ちを目指す 

公共交通に関連した施策 

施策 コンパクトシティの推進と既存ストックのマネジメント強化 

施策の主な取り組み 【機能性の高い都市空間の形成】 

○中心市街地活性化基本計画（新計画）による倉敷駅周辺再開発

事業などを実施することで，居心地のよいまち，歩いてたのし

い暮らしやすいまちなかの整備促進を図る。 

○高梁川流域圏及び岡山県の玄関口にふさわしいまちとして，賑

わいと活力を維持し続けるとともに，エリアの持続力につなが

る居住促進を図る。 

○児島駅前の市街地に幅広い世代がふれあい交流する空間を創出

するため，公共施設や交通環境におけるバリアフリー・ユニバ

ーサルデザインを推進するとともに，市民が安心して暮らせる

救急医療体制の充実など児島市民病院の機能強化を図る。 

○倉敷駅周辺の都市交通の円滑化や安全性の向上を図るととも

に，南北市街地の一体化を促進し，都市機能の集積強化を図る。 

 

【公共交通の確保と利用促進】 

○都市・居住機能がコンパクトに集積した都市構造の実現を目指

すとともに，コンパクトなまちづくりと連携した持続可能な公

共交通ネットワークを形成する。 

○商業，医療，公共施設などが集まる中心部や最寄り駅などの交

通結節点まで，鉄道，路線バス，コミュニティタクシーなどの

公共交通を利用して移動しやすい環境を整備する。 
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（3） 倉敷市都市計画マスタープラン 

 倉敷市都市計画マスタープランでは、集約クラスター型4の都市として、各拠点の特色

に応じた都市機能の充実・強化と、拠点間相互の連携強化をめざしています。 

 

計画の概要 

目標年次 計画策定された平成21年から概ね20年後（平成40年） 

まちづくりの理念 『市民と創る こころゆたかな 倉敷』 

～豊かさ創造、豊かさ実感～ 

まちづくりの目標 ① 拠点の活性化と地域連携による活力あふれるまちづくり 

② 水・緑・文化豊かなコミュニティと交流を活かすまちづくり 

③ 景観・美あふれる風格あるまちづくり 

④ 安全・安心・快適で人が輝くまちづくり 

⑤ 市民協働のまちづくり 

まちの将来像 まち全体としての総合力を発揮する「集約クラスター型」の都市 

 

まちづくりの目標とまちの将来像 

 

 

  

                             
4「クラスター」とは花やブドウの房の意味であり、倉敷市の将来像としての「集約クラスター型」の都市とは、

都市機能の一極集中をめざすのではなく、倉敷・児島・玉島・水島・庄・茶屋町・船穂・真備の各拠点及び臨

海部の産業拠点の特色に応じた都市機能の充実・強化を図り、拠点間相互の連携を強化することによって、ま

ち全体として総合力を発揮する都市の形成をめざすものです。 
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各拠点を結ぶ公共交通ネットワークイメージ図 
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公共交通に関連する地域別・地区別のまちづくり方針 

地域・地区 目標 公共交通に関連する方針 

倉敷 

本市の中心にふさわしい 

市街地の形成 

＜ＪＲ倉敷駅周辺の整備＞ 

・駅南北市街地の一体的な発展をめざし、駅周辺における鉄道の

高架化（連続立体交差事業）と都市基盤の一体的な整備を推進

します。 

＜快適なゆとりある歩行者ネットワークの整備＞ 

・ＪＲ倉敷駅周辺において、自転車利用の利便性の向上を図るた

め、駐輪スペースの整備や快適な通行空間の整備を進めます。 

広域拠点を支える 

総合的な交通網の形成 

＜中心部の総合的な交通対策＞ 

・本市の玄関口にふさわしい交通拠点の形成をめざし、公共交通

機関や駅などの関連施設でユニバーサルデザインに配慮した

環境を整備するとともに、バスや鉄道などの交通結節点の機能

強化を図ります。 

・美観地区などの地域資源や商業施設などの連携強化をめざし、

循環バスなどの公共交通機関の充実を図ります。 

児島 
四国方面からの玄関口 

としてふさわしい 

市街地の形成 

＜ユニバーサルデザインに配慮した駅及び周辺環境の充実＞ 

・すべての人にやさしいターミナルの形成をめざし、ＪＲ児島駅

や駅前広場、周辺アクセス道路などにおけるユニバーサルデザ

インに配慮した環境づくりを進めます。 

玉島 
西の玄関口として 

ふさわしいＪＲ新倉敷駅 

周辺の都市環境形成 

＜ユニバーサルデザインに配慮した駅及び周辺環境の充実＞ 

・すべての人にやさしいターミナルの形成をめざし、駅前広場や

周辺アクセス道路などにおいてユニバーサルデザインに配慮

した歩行環境づくりを進めます。 

水島 
活力と魅力ある中心部の市

街地環境の形成 

＜鉄道駅のユニバーサルデザインの充実＞ 

・すべての人にやさしいターミナルの形成をめざし、水島臨海鉄

道の駅舎及び周辺において、ユニバーサルデザインに配慮した

環境づくりを図ります。 

庄 
ＪＲ中庄駅周辺の 

魅力ある市街地形成 

＜鉄道駅を中心とする公共交通サービスの充実＞ 

・高齢化が進む中、すべての市民が鉄道駅や主要な公共交通を利

用しやすい環境づくりを進めます。 

茶屋町 
ＪＲ茶屋町駅周辺の 

魅力ある顔づくり 

＜鉄道駅を中心とする公共交通サービスの充実＞ 

・高齢化が進む中、すべての市民が鉄道駅や主要な公共交通を利

用しやすい環境づくりを進めます。 

船穂 
賑わいある 

地区拠点の形成 

＜拠点間を結ぶ公共交通サービスの充実＞ 

・市民のニーズを踏まえながら、玉島地域や真備地区の拠点間を

相互に結ぶバス路線などを充実し、地域間連携を図ります。 

真備 
鉄道・駅を活かした賑わい

ある地区拠点の形成 

＜井原鉄道吉備真備駅周辺の整備＞ 

・吉備真備駅周辺の地区拠点においては、賑わいや交流を活性化

する施策を検討します。 

＜鉄道駅を中心とする公共交通サービスの充実＞ 

・ユニバーサルデザインに配慮した駅及び周辺環境の整備を順次

進めるとともに、井原線のＪＲ倉敷駅への乗り入れの検討な

ど、鉄道の利用促進を図ります。 

・高齢化が進む中、すべての市民が井原鉄道各駅や主要な公共施

設を利用しやすい環境づくりを進めるため、玉島地域や船穂地

区の拠点を結ぶバス路線などを充実し、地域間の連携を図りま

す。 
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（4） 岡山県南広域都市計画区域マスタープラン 

 岡山県南広域都市計画区域マスタープランにおいて、倉敷は「高次都市拠点（広域的
圏域を持ち、高次都市機能の集積が高い市街地）」として位置づけられています。 

 

計画の概要 

計画の期間 平成23年度～平成32年度 

計画の範囲 岡山市、倉敷市、玉野市、総社市、赤磐市、早島町、浅口市の

行政区域の全部または一部 

都市づくりの基本理念 中四国の中枢拠点としてふさわしい力強い都市づくり 

倉敷の位置づけ 

高次都市拠点 ○中心市街地は、鉄道高架事業・土地区画整理事業・市街地再

開発事業などによる都市基盤の整備にあわせて商業・業務、

文化、福祉・医療など高次都市機能の集積強化を進める。 

○また、倉敷美観地区をはじめとして観光・文化資源が多いこ

とから、来訪者にもやさしい観光・文化の都市づくりを推進

する。 

 

将来都市構造図 
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２ 既存の公共交通関連計画の検証 

 本市では、公共交通に関連した計画として「倉敷市地域公共交通総合連携計画」が策
定されており、その上位計画として「倉敷市生活交通基本計画」があります。またこ

れら公共交通に関連する計画の上位計画として、「倉敷市第六次総合計画」と「倉敷

市都市計画マスタープラン」があります。 

 

（1） 倉敷市地域公共交通総合連携計画 

計画の概要 

計画の期間 平成26年度～平成34年度 （平成26年2月改正） 

対象範囲 鉄道、路線バス、コミュニティバス、コミュニティタクシー、タクシー 

基本理念 市民の暮らしが便利で快適な、活力あるまちを目指して、 

みんなで生活交通5を「つくり」「守り」「育て」ます 

基本目標 1 日常生活に必要な移動手段として、市民の暮らしを支える生活交通 
2 環境負荷の少ない“くるまに頼り過ぎないまちづくり”の基盤とな
る便利で快適な生活交通 

3 市民、企業、交通事業者、行政が一体となって、みんなで「つくり」
「守り」「育てる」生活交通 

  

コミュニティタクシー運行のイメージ 

 

 

 

  

                             
5倉敷市地域公共交通総合連携計画では、通勤、通学、通院、買い物などの市民に日常生活に必要不可欠な交通手

段として定義されている。 
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6渋滞緩和やCO2排出量の削減を目的に、マイカー通勤から自転車や公共交通機関等を利用した通勤を促進する岡

山県内の企業や行政等の協働による取り組み 

施策の方向性と事業 実施状況 

1 生活交通の確保  

a 地域主体による 

生活交通の拡大 

コミュニティタクシー運行エ

リアの拡大（試験運行） 

○東酒津地区、イトーピア団地、船穂地

区で新たにコミュニティタクシーの運

行を開始 

出前講座等の開催 ○コミュニティタクシー制度に関する出

前講座等を開催 

b コミュニティバス 

の再編 

船穂地区コミュニティタクシ

ーへの再編 

○合併前から運行されてきた船穂地区コ

ミュニティバスを、コミュニティタク

シー制度に基づくコミュニティタクシ

ーに再編 

c 生活交通の確保・維持 

路線バスの確保・維持 ○旧井笠鉄道（株）のバス路線廃止に伴

い、再編・整理された「寄島～新倉敷

駅線」については、関係市町と連携し

路線を維持 

d タクシーの活用 タクシー活用の検討 【継続して検討】 

2 利便性・快適性の向上  

e利便性の高い 

運行サービスの提供 

運行時間帯、運行回数、ダイヤ

の確保 

○一部路線で改善が必要 

f わかりやすい 

情報提供 

公共交通マップの作成 ○「おもてなし公共交通マップ 倉敷版」

を3年に1度更新を行い、転入者やバ

ス教室などで配布 

g 待合環境の改善 停留所上屋等の整備 ○利用者の多い停留所6か所に上屋を整

備 

停留所近接駐輪場の整備 ○浦田駅前の駐輪場増設 

h更なる利便性向上 新たな循環バス導入の検討 【継続して検討】 

3 利用促進・意識啓発の確保  

i 利用促進キャンペー 

ン・PRの実施 

利用促進イベント等の開催 ○環境フェスティバル等でイベント実施 

ICカード等のPR ○ちらしの作成・配布 

コミュニティタクシー等の利

用促進 

○ちらしの配布、利用促進に向けての分

科会開催、停留所の改善・増設等 

パーク＆ライド駐車場やサイ

クル＆ライド駐輪場の利用促

進 

○ホームページなどで情報の提供 

j 過度な自動車利用 

からの転換 

公共交通利用の啓発（エコ通勤

等の推進） 

○「スマート通勤おかやま6」の実施 

k 公共交通の体験学習 
鉄道・バス教室の開催 ○小学生を対象としたバス教室を30回

実施 

l 接遇やマナー向上 
接遇の向上及び利用者のマナ

ー啓発 

○乗務員の接遇研修実施、車内掲示物等

でマナー啓発を実施 

4 バリアフリー化の推進  

m 駅舎等のバリアフ 

リー化 

ＪＲ倉敷駅バリアフリー整備 ○ＪＲ倉敷駅南口にエレベーターを1基

設置、多機能トイレの整備 

ＪＲ中庄駅自由通路エレベー

ター整備の検討 

○ＪＲ中庄駅南口・北口にエレベーター

を各1基（計2基）設置 

n バス車両のバリアフ

リー化 

ノンステップバスの導入促進 ○ワンステップバス車両4台増 
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 目標値は、指標2、3、5では中間目標が達成されていますが、指標1及び指標4につ
いては達成できていません。 

 

目指すべき指標の達成状況（平成27年度時点） 

指標1 

公共交通機関（電車・バス等）の満足度 

【検証方法】「まちづくり指標」アンケート調査 

基準値（H23） 22.5% 

中間目標値（H28） 25.0% 

最終目標値（H33） 27.0% 

現在値（H27） 19.1% 

中間目標値との比較 -5.9 % 

指標2 

公共交通が利用しやすい地域に住んでいる 

市民の割合 
【検証方法】公共交通圏のカバー人口／総人口 

（公共交通圏カバー人口：駅勢圏（半径800m）、運行回数が 

4回以上ある停留所勢圏（半径300m）内に住んでいる人口） 

基準値（H23） 58.6% 

中間目標値（H28） 61.5% 

最終目標値（H33） 64.6% 

現在値（H27） 63.6% 

中間目標値との比較 +2.1 % 

指標3 

路線バスの利用者数 

【検証方法】交通事業者が実施する利用状況調査結果を集計 

基準値（H22） 394万人 

中間目標値（H27） 351万人 

最終目標値（H32） 307万人 

現在値（H26） 399万人 

中間目標値との比較 +48万人 

指標4 

コミュニティバス、コミュニティタクシーの利

用者数 

【検証方法】交通事業者が実施する利用状況調査結果を集計 

基準値（H23） 29,000人 

中間目標値（H28） 35,900人 

最終目標値（H33） 42,800人 

現在値（H27） 29,401人※ 

中間目標値との比較 -6,499人 

指標5 

地域主体による公共交通を運営している地域組

織の数 

【検証方法】コミュニティバス、コミュニティタクシーを

運営している地域組織の数 

基準値（H23） 4団体 

中間目標値（H28） 8団体 

最終目標値（H33） 10団体 

現在値（H27） 8団体 

中間目標値との比較 0団体 

※船穂地区では、平成27年9月からコミュニティタクシーに移行されたが、現在値には移行前の利用者数も含む 
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（2） 倉敷市生活交通基本計画 

 「倉敷市生活交通基本計画」では、「倉敷市地域公共交通総合連携計画」の事業内容
に加えて、福祉支援に関する施策が示されています。 

 

福祉支援に関する施策内容と実施状況 

施策の方向性と事業 実施状況 

高齢者や障がい者な

どに対する福祉支援 

利用料金割引の

新規導入 

平成25年よりコミュニティタクシーの運賃割引を開始

（高齢者・障がい者がコミュニティタクシーを利用する

際に100円割引とする） 

バスやタクシー

の利用料金など

の支援 

【倉敷市障がい者移動支援事業】 

○重度障がい者がタクシーを利用する場合、その利用料

の一部を助成 

○リフトタクシーまたは寝台用車両を利用する場合、そ

の利用料の一部を助成 

○路線バスを利用する場合、その利用料の一部を助成 

○鉄道を利用する場合、その利用料の一部を助成 

福祉有償運送の

情報提供 

○ホームページで事業者を紹介 
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３ その他の関連計画 

倉敷市観光振興プログラム（平成28年3月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業 

○二次交通の整備や居心地のよい施

設づくりなど、観光客の回遊性や快

適性の向上 

【観光インフラ整備の推進】 

○繁忙期の渋滞緩和を目的とした臨時シャトルバスの運行 

○ジーンズバス及び鷲羽山夕景鑑賞バスの運行支援 

【観光公式ウェブサイト「倉敷観光WEB」による情報発信力の強

化】 

○公共交通機関に関する情報や広域的な観光情報の発信 

 

倉敷市中心市街地活性化基本計画（新計画）（平成27年4月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業 

○歩いて楽しい、暮らしやすいまちを

形成する 

○公共交通の維持・充実を図るために、ハード・ソフト整備を行

う。 

中心市街地活性化基本計画新計画の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：倉敷市中心市街地と中心市街地以内の集客エリア 

倉敷高齢者保健福祉計画（平成27年3月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業等 

○交通弱者の移動支援（日常生活に最

低限必要な移動手段をどのように確

保することができるか検討） 

○コミュニティタクシーの運行費の一部等を支援 

○ノンステップバス等を導入する事業者への支援（購入費） 

 

くらしき子ども未来プラン（平成27年3月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業等 

○子どもや子ども連れの人にとって、

安全で住みやすいまちにする 

○バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進（主要な鉄道駅な

どのバリアフリー整備の推進、小学生を対象としたバス教室の

開催） 
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倉敷市障がい者基本計画（平成26年3月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業等 

○移動手段を確保することによって、

障がい者の外出に対する抵抗感の低

減と日常生活の行動範囲の拡大 

○移動支援サービスの充実（福祉タクシーチケット助成事業の周

知徹底や利用促進、自動車燃料費等の補助など） 

○福祉有償運送事業の支援（福祉有償運送を行う事業者への補助

金交付） 

○公共交通機関の利便性の確保（車両、駅舎等のバリアフリー化） 

○コミュニティタクシー導入の支援（導入の推進と運行費の一部

支援） 

 

倉敷市自転車利用促進基本方針（平成24年2月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業等 

○地球温暖化対策のため自転車利用

によるCO2削減 

○慢性的な渋滞対策として、自転車の

利用促進 

○公共交通機関との連携のための駐輪場PR 

○自転車から公共交通機関への乗り継ぎの利便性を向上させる

ため、鉄道の駅周辺や停留所に併設している駐輪場の整備や 

PR 

 

倉敷市第二次環境基本計画（平成23年3月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業等 

○クリーンな大気環境の保全 

○温室効果ガス削減の取り組みの推

進 

〇事業者の環境対策や環境関連ものづくりの推進 

〇大気汚染物質発生源に対する規制・指導 

〇ライフスタイルの見直しによる温室効果ガスの排出抑制 

○環境学習の機会の提供 

〇これからの時代を担う子供たちの環境教育の充実 

 

クールくらしきアクションプラン（倉敷市地球温暖化対策実行計画）（平成23年2月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業 

○徒歩や自転車、公共交通機関による

移動を主とする低炭素型の交通体系

をつくる 

○コンパクトなまちづくりの推進（公共交通機関や徒歩・自転車

による移動を主とする低炭素型都市への転換を図るため、公共

交通機関沿線・まちなかへの居住促進や市街地における高密度

な都市型生活圏の形成を推進する） 

○エコ移動の推進（自家用車の利用低減による交通の低炭素化を

図るため、公共交通機関や自転車等の利用を促進する） 

○移動車両の低炭素化の推進（自家用車をはじめとして、鉄道・

バス・タクシー・レンタカー等あらゆる移動車両の低炭素化を

推進する） 

 

倉敷市交通バリアフリー基本構想（平成18年3月策定） 

公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業等 

○ハードとソフトが連携した交通バ

リアフリーの推進 

○多様な交通手段・サービスが充実し

た持続可能なまちづくりの推進 

○“おもてなし”の視点から交通バリ

アフリーの推進 

○だれもが安全に快適に利用できる駅舎並びに車両のバリアフ

リー化を目指す。 

○だれもが安全、快適に利用できる駅前広場のバリアフリー化を

目指す。 
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４ 倉敷市における公共交通の役割 

上位計画や関連計画で示される倉敷市のめざす将来像を踏まえ、公共交通の役割を定めま

す。 

 

 

 

【倉敷市第六次総合計画】 

 めざすまちの姿 自然の恵みと ひとの豊かさで個性きらめく倉敷 
  

【倉敷市都市計画マスタープラン】 

 まちの将来像  まち全体としての総合力を発揮する「集約クラスター型」

の都市 

 

 

 

 

 
     

「集約クラスター型」の都市の実現に向けて 

〇地域・地区拠点間をサービスレベルの高い鉄道・路線バスで結ぶとともに、地域の特

性に応じて拠点と居住エリアを結ぶこと 

〇公共交通機関が相互に連携した公共交通ネットワークを形成すること 

 

誰もが暮らしやすいまちの実現に向けて 

〇高齢者や障がい者、子ども、子ども連れの人などを含めた、市民の誰もが様々な移動

手段を選択できる環境を提供すること 

〇市民や地域企業、交通事業者、行政が協働で公共交通を維持・活性化させる環境をつ

くること 

 

公共交通がいつまでも走っている活気のある都市の実現に向けて 

〇日常生活に必要な移動手段として、選ばれる公共交通サービスを提供すること 

〇自家用車に頼り過ぎない、歩いて楽しい暮らしやすい環境を提供すること 

 

「倉敷」というブランドにふさわしい魅力あるまちの実現に向けて 

○市民の交流や周遊を促進し、郷土に対する誇りや愛着を育むこと 

〇訪れる人に「感動」を与える、居心地の良い公共交通サービスを提供すること 

 

 

 

倉敷市の目指す将来像 

倉敷市における公共交通の役割 
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第４章 倉敷市における公共交通の問題と課題 
 

１ 特徴と問題点 

（1） 通勤・通学などの交通に関する特徴と問題 

 

地域内の短距離移動における自動車利用への依存 

 倉敷市内では、各地域内・地区内の短距離での移動が上位を占めています。 
 一方、これらの地域の中には、路線の廃止などによって交通が不便となっている地域
もあります。 

 通勤の自動車の分担率は75.9%にのぼり、特に水島地域内、児島地域内、玉島地域内
などにおいて、短距離移動における自動車への依存が高くなっています。 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 1トリップ数の多い移動（市内全体での上位5とゾーン間移動の上位20） 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 2目的別の代表交通手段 
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バイク
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自動車（同乗）

自動車（運転）

路面電車

バス

鉄道

ランダムに抽出し調査されたデータについて、ゾーン別・性別・年齢構成別に抽出

率の逆数を乗じ市全体の実態を推計 

● 市内全体での上位5（ゾーン内での移動） 

● ゾーン間を移動するトリップの上位20 



 

36 

 

第
４
章 

倉
敷
市
に
お
け
る
公
共
交
通
の
問
題
と
課
題 

 

地域間の中距離移動に利用される路線バスの非効率な運行 

 地域内移動における自動車利用への依存に対して、倉敷～水島、倉敷～児島など地域
間の移動を中心に、通勤・通学においてバスや鉄道が利用されています。 

 一方、これらの地域をまたぐ路線バスや鉄道では、路線が重複している区間も存在し、
また長距離のために収支率の低い路線も存在しています。 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 3バスを利用した出勤目的の移動状況 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 4バスを利用した通学目的の移動状況（高校生） 
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慢性的な交通渋滞による路線バスサービスの低下 

 主要道路で、慢性的に発生する交通渋滞のため、路線バスの安全性の低下や定時性の
確保が困難な状況となっています。 

 
資料：平成22年道路交通センサス（混雑度）、平成27年度時点の各交通事業者の時刻表（運行便数） 

図 4 - 5路線バス運行状況と混雑度 
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岡山市とのアクセスにおける交通事業者間の連携不足 

 通勤・通学の継続的な移動では、岡山市との関係が特に強くなっています。 
 特に通勤は鉄道よりも自動車を利用する人が多くなっており、倉敷駅における鉄道と
路線バスとの接続が十分でないことも、要因の一つと考えられます。 

 

資料：平成22年国勢調査 

図 4 - 6通勤における市内外への流動状況 

 
 

 

資料：平成22年国勢調査 

図 4 - 7通学における市内外への流動状況 
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資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 8通勤目的の移動（1,000人以上の移動） 

 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査）  

図 4 - 9通学目的の移動（200人以上の移動） 
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資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 10岡山市への通勤目的の移動状況 

  

通勤目的での岡山市への移動者数 

代表交通手段「自動車（運転・送迎）」の割合 代表交通手段「鉄道」の割合 
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公共交通と自転車との連携の不足 

 鉄道駅周辺や一部の停留所周辺には駐輪場や駐車場が整備されており、自転車や自動
車と公共交通とを組み合わせた移動が行われています。 

 一方、こうした利用は一部の地域に限られており、特に自転車とバスとを組み合わせ
た移動は少なくなっています。 

 

 
資料：倉敷市自転車利用促進基本方針 

図 4 - 11自転車の利用環境（駐輪場・レンタサイクル） 

 

 
資料：各交通事業者ホームページ 

図 4 - 12パーク＆ライド駐車場の整備状況 

 

  

※数字は台数 

※数字は台数 
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資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 13自転車から公共交通に乗り換える移動の状況（左：鉄道、右：バス） 

 

資料：倉敷市自転車利用促進基本方針 

図 4-14自転車非利用者の自転車を利用していない理由 

 

資料：倉敷市自転車利用促進基本方針 

図 4 - 15自転車の利用を促進するために必要だと思うこと 
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車道への自転車専用レーンの設置

鉄道駅、バス停留所付近の駐車場の整備

歩道でのカラー舗装による自転車走行帯の明示

公共施設の駐車場の整備

レンタサイクルの普及

サイクリングマップの作成

自転車を活用した健康対策事業の実施

既存自転車専用道路のＰＲ

その他 (N=403)
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（2） 高齢者の生活に関する特徴と問題 

 

進行する高齢化と高齢者数の増加 

 児島地域や玉島地域、真備地区などの縁辺部において、高齢化が進んでいます。また、
倉敷地域においても中心部や郊外の高所団地を中心に高齢化が進んでおり、高齢者数

そのものの増加も予測されています。 

 改正道路交通法の影響もあり、運転免許証を返納し、「おかやま愛カード」を取得す
る高齢者も増加しています。 

 

図 4 - 16地域別の75歳以上高齢者増加者数の推移（平成18年を基準値とした増減数） 

 

図 4 - 17人口分布と高齢化の状況 
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資料：住民基本台帳・将来推計人口は”倉敷未来創生人口ビジョン”推計値（平成27年9月公表）

将来推計値

資料：住民基本台帳・将来推計人口は”倉敷未来創生人口ビジョン“推計値（平成27年9月公表） 
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地域内移動において自動車に依存した生活を送る高齢者 

 75歳以上高齢者の外出における自動車（自分で運転）の分担率は約4割にのぼり、特
に通院や買い物などの地域内の移動において、自動車に依存した生活を送っている状

況です。 

 

 
資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 18年齢階層別の代表交通手段分担率 

 

表 4‒1 75歳以上高齢者の自動車（運転）による買い物目的の移動状況 

 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

  

1.2%

25.0%

3.9% 1.5%
1.8% 4.5%

0.9%

1.8%

0.5%
1.0% 3.4% 0.9%

0.1%

0.1% 0.2%
0.0%

0.1%

13.0%

72.0%

54.5%
37.4%

54.4%

26.3%

9.6%

5.6%

14.0%

22.5%

10.6%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%
2.4%

0.3%

1.1%

2.3%

4.4%
2.0%

2.2%

19.2%

41.7%

9.9%

12.1%
14.9%

13.8%

0.0%

0.1%

0.1%
0.5% 0.1%

52.3%

7.6% 5.5%
11.9% 15.1% 13.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15歳未満 15～21歳 22～64歳 65～74歳 75歳以上 全体

＜拡大処理後＞

徒歩

その他

自転車

バイク

タクシー・ハイヤー

自動車（同乗）

自動車（運転）

路面電車

バス

鉄道

庄
茶屋
町

船穂
町

真備
町

岡山市 総社市 玉野市 早島町 浅口市
井原・
矢掛

その他

居住地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 総計

1 17 15 32

2 14 14

3 13 26 48 39 27 13 166

4 48 24 82 15 12 26 13 220

5 13 14 12 48 87

6 13 89 22 124

7 28 16 16 60

8 16 16

9 39 27 66

10 14 14

11 15 35 17 67

12 6 6

13

14 14 85 26 125

15 11 27 38

16 14 74 13 61 162

17 33 22 29 84

18 20 16 16 52

19 12 12

20 10 10 13 13 11 30 87

21 12 12

22 23 23

23 60 60

24 25 13 56 14 108

25 24 15 39

庄 26 21 11 20 31 83

茶屋町 27 11 68 13 92

船穂町 28 61 61

真備町 29 13 57 14 84

総計 82 39 98 48 38 199 67 16 29 46 143 69 133 35 54 11 59 249 74 13 82 71 169 72 44 27 13 14 1,994

倉敷

水島

児島

玉島

倉敷 水島 児島 玉島

地域内の移動

ランダムに抽出し調査されたデータについて、ゾーン別・性別・年齢構成別に抽出率の逆数を乗じ市全体の実態を推計 



 

45 

 

第
４
章 

倉
敷
市
に
お
け
る
公
共
交
通
の
問
題
と
課
題 

 

バス路線の廃止により拡大した交通不便地域 

 バス路線の廃止に伴い、駅や停留所から離れた地域への居住や施設の立地が存在しま
す。 

 倉敷市では、コミュニティタクシーが導入され、地域が主体となった公共交通として
成果をあげていますが、運行は交通不便地域の一部地域に限られています。 

 行政評価アンケートでは、高齢者の交通手段がないことへの意見が複数寄せられてい
るほか、市内各所でボランティア輸送なども行われています。 

 

 

資料：平成22年国勢調査・平成25年2月電話帳、停留所・駅の分布は平成27年交通事業者のバスマップ等 

図 4 - 19高齢化率の分布と公共交通サービスの範囲 

 

表 4-2地域別・地区別の公共交通サービス圏域内外に居住する人口 

 

人口 圏外
圏外人口
の割合（%）

人口 圏外
圏外人口
の割合（%）

人口 圏外
圏外人口
の割合（%）

倉敷 187,844 59,839 31.9% 38,552 12,480 32.4% 17,894 5,684 31.8%

児島 72,722 22,016 30.3% 18,977 5,662 29.8% 9,008 2,689 29.9%

玉島 64,938 35,114 54.1% 16,852 9,657 57.3% 8,227 4,597 55.9%

水島 88,906 36,730 41.3% 18,070 6,704 37.1% 7,876 2,754 35.0%

庄 16,470 8,699 52.8% 3,195 1,756 55.0% 1,501 855 56.9%

茶屋町 15,177 3,403 22.4% 2,768 688 24.9% 1,266 317 25.0%

船穂 7,100 1,419 20.0% 1,879 366 19.5% 915 194 21.2%

真備 22,356 2,858 12.8% 5,722 861 15.1% 2,440 427 17.5%

総計 475,513 170,078 35.8% 106,015 38,175 36.0% 49,127 17,517 35.7%

全人口 65歳以上人口 75歳以上人口

地域・地区

資料：人口分布は平成22年国勢調査・平成25年2月電話帳、停留所・駅の分布は平成27年交通事業者のバスマップ等 
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資料：行政施設は公共施設白書、医療施設はおかやま医療情報ネット（平成27年閲覧）、商業施設は 

全国大型小売店総覧・平成26年電話帳、停留所・駅の分布は平成27年交通事業者のバスマップ等 

図 4 - 20施設分布と公共交通サービスの範囲 

 

 

資料：平成14年～平成24年は倉敷市生活交通基本計画、平成25年以降は倉敷市交通政策課調べ 

図 4 - 21平成14年度以降のバス路線の廃止状況 

  

コミュニティタクシー 
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「まちづくり指標」アンケート調査より得られた交通弱者の移動に関する意見 

 老齢で車の運転もままならないため、病院や買物へ行く巡回バスを走らせてもらうと有

難い。（倉敷・70歳以上男性） 

 小型の車両で乗り心地も贅沢をいわないから回数を多く運行してほしい。出かけたくて

も足がなく、高齢者は困っている。今に“寝たきり老人”がいっぱいになるだろう。 

（倉敷・70歳以上女性） 

 我々高齢者が歩けるうちはよいが、車社会となり病院へ行くにも、スーパーへ行くにも、

車が必要である。バスが少なく、町に住んでいても近所に商店がない。 

（倉敷・70歳以上女性） 

 倉敷駅から茶屋町間のバスの本数を増やして欲しい。（倉敷・20歳代女性） 

 私の住んでいる地域は朝 10 時にバスがあるが、市街地へ出かけても夕方 4時台になら

なければ帰りのバスがない。（倉敷・70歳以上女性） 

 私たち高齢者は車の運転ができず、自転車にも乗れないので、病院に行っても帰りはタ

クシーを使うより他にない。大型バスでなくても小型のマイクロバスで良いので病院等

を巡回するバスをお願いしたい。（倉敷・70歳以上女性） 

 水玉道路の南側（鶴新田地区）に住んでいるが、バスの便が無いのが不便である。 

（水島・70歳以上男性） 

 水島地区は交通（バス、電車）がとても不便であり、水島臨海鉄道は無料駐車場が欲し

い。 

（水島・40歳代男性） 

 「ライフパーク倉敷」で土・日に開催されるイベントなどについては、交通弱者のため

に臨時バスの運行を考えてほしい。（水島・60歳代女性） 

 80歳近くなった今、買い物や通院にとても困っている。若い人との同居が少ないので、

日々の移動に交通機関があれば良いと友だちと話している。 

（児島・70歳以上女性） 

 児島～倉敷の交通手段が不便なため公共交通手段を充実させてほしい。 

（児島・40歳代男性） 

 公共交通機関がないため買い物難民になる可能性が高く、自分も数年後には買い物難民

になっている可能性が高い。また、自分が暮らしている地域は周りが農業振興地域なの

で、住宅も増えず高齢者比率が高くなっており過疎地区になりそうである。 

（庄・70歳以上女性） 

資料：平成26年度 倉敷市第六次総合計画「まちづくり指標」アンケート調査（市政に対する意見・感想欄より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【公共交通サービスの範囲の考え方】 

市内のどういった地域において公共交通を利用しにくい環境にあるかを検証する目安
．．
として、以下の圏域を設定す

る。なお、この圏域は各駅・停留所からの直線距離により一律に設定しているため、勾配などの地理的条件や、各駅・

停留所の特性によって異なることに留意が必要である。 

●停留所勢圏300m：高齢者など公共交通を必要とする方が（歩行速度60m/分）5分間歩いた距離 

●駅勢圏800m：公共交通を必要とする方が（歩行速度80m/分）10分間歩いた距離 

コミュニティバスの試験運行におけるアンケート調査の結果、自宅から停留所まで5分以内と5分以上でバス利用

に差が見られた（倉敷市公共交通体系業務委託報告書：平成20年3月） 
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（3） 地域や拠点の活性化・観光振興に関する特徴と問題 

 

倉敷駅周辺のわかりやすい周遊手段の不足 

 倉敷駅周辺は広域拠点として位置づけられ、人口や主要施設、観光スポット等が集積
しているほか、路線バスをはじめとする公共交通も複数の路線が集積しています。 

 一方、市街地内の回遊を促進するためのわかりやすい交通サービスは十分ではなく、
循環バスの運行も市街地周辺など一部の地区での運行に限られています。 

 

 

図 4 - 22倉敷駅周辺のバス路線と施設の立地状況 
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美観地区周辺の交通量の増加による慢性的な交通渋滞の発生 

 倉敷駅や美観地区周辺では、鉄道により分断された都市構造に加えて、大規模複合型
商業施設の立地に伴う交通量の増加や、観光交通と生活交通の混在などにより、交通

渋滞が慢性的に発生しています。 

 

 

資料：倉敷市観光課・観光コンベンションビューローへのヒアリング調査 

 

図 4 - 23美観地区周辺の渋滞発生状況とシャトルバス運行区間 
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観光客の市内を周遊する手段の不足 

 市内には各地域特色ある観光スポットがあり、特に美観地区の観光客数は、岡山県内
最多となっています。 

 美観地区以外の観光地へは、倉敷～児島間や倉敷～玉島間など地域をまたいだ周遊も
行われていますが、こうした地域間を結ぶ移動手段は限られています。 

 地域内の周遊では、観光スポットを周遊する路線バスが運行されている地域もありま
すが一部に限られています。 

 

 

資料：平成27年倉敷市観光統計書 

図 4 - 24市内主要観光地の観光入込客数（平成27年） 

 

資料：観光コンベンションビューローへのヒアリング調査 

図 4 - 25観光客の市内の周遊状況のイメージ  
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（4） 鉄道に関する特徴と問題 

 

鉄道利用者数の減少と求められる地域資源としての活用 

 地方鉄道の2路線についてはＪＲ西日本と比べ、周辺地域の鉄道分担率は低く、利用
者数は横ばいもしくは減少傾向となっています。 

 鉄道は、バスなどと比較して定時運行や大量輸送が可能であり、通勤・通学の移動を
支える重要な交通手段であるほか、まちづくりや観光振興などにおいても、地域の貴

重な財産と考えられます。今後は、周辺地域等と連携しながら利用促進や観光資源と

しての活用が求められます。 

 

資料：平成24年交通実態調査（パーソントリップ調査） 

図 4 - 26出勤目的の移動における鉄道の代表交通手段分担率 

 

【写真】水島臨海鉄道                     【写真】井原鉄道 
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（5） タクシーに関する特徴と問題 

 

倉敷交通圏の特定地域の指定 

 市内では23（岡山県個人タクシー連合会を含む）のタクシー事業者が運行を行ってお
り、市のほぼ全域をカバーしています。 

 倉敷交通圏（倉敷市・早島町）は、平成27年8月1日から平成30年7月31日まで
の間、特定地域として指定を受けており、タクシー事業の更なる活性化が求められて

います。 

 

 

図 4 - 27倉敷交通圏 タクシー輸送人員の推移 

 

 

【写真】倉敷駅に並ぶタクシー車両 
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資料：岡山運輸支局注）個人タクシーを除く※ 個人タクシーを除く 
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（6） 福祉交通・バリアフリーに関する特徴と問題 

 

誰でも気軽に外出しやすい環境整備 

 市内の鉄道駅において、1日当たりの乗降客数が3,000人以上の駅は、ＪＲ西日本の
倉敷駅、新倉敷駅、中庄駅、児島駅、茶屋町駅、西阿知駅と水島臨海鉄道の倉敷市駅

の7駅であり、改札内及び自由通路等にエレベーターが設置されるなど、バリアフリ

ー整備が行われています。 

 一方、障がい者や高齢者、ベビーカー利用者などが外出しやすい環境をつくるために
は、車両や歩道も含めた連続的なバリアフリー化やソフト面での対策など、多様なニ

ーズに応えるための更なる利便性の向上が必要です。 

 市内を運行する路線バス車両のバリアフリー化は、ノンステップ車は20.0%、ワンス
テップ車は29.3%に留まる状況です。 

 平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障
害者差別解消法」）が制定され、平成28年4月1日から施行されました。これに伴い

公共交通においては施設、事業者の接遇、駅周辺の道路付属物等への合理的配慮の取

り組みが求められています。 

 

表4-3市内のノンステップ・ワンステップ車両の運行状況 

 

図 4 - 28障がい者が外出しやすくするために必要な対策 アンケート調査結果 

台数 割合 台数 割合

両備ホールディングス 32 8 25.0% 10 31.3%

下津井電鉄 43 7 16.3% 12 27.9%

合　計 75 15 20.0% 22 29.3%
資料：倉敷市交通政策課調べ（平成26年3月31日現在）

市内を運行する
ノンステップ車両

市内を運行する
ワンステップ車両交通事業者

市内運行
車両数

50.8%

40.7%

36.5%

31.8%

25.1%

19.0%

21.5%

16.6%

13.2%

9.4%

5.6%

3.4%

4.5%

37.2%

36.0%

29.1%

26.7%

24.4%

29.1%

14.0%

12.8%

23.3%

9.3%

5.8%

5.8%

9.3%

25.6%

53.8%

30.8%

10.3%

20.5%

30.8%

12.8%

15.4%

25.6%

7.7%

5.1%

2.6%

10.3%

0% 20% 40% 60%

歩道の整備、段差の解消

交通費助成の充実

障がい者専用駐車場の整備

エレベーターの設置

公共施設の障がい者用スペースや車いすの常設

付添ヘルパーの派遣

車いす対応エスカレーターの設置

リフト付きバス・タクシー

付添ボランティア等の派遣

障がい者誘導用ブロック・点字表示

補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）

手話奉仕員の派遣

その他

身体障がい者

(N=447)

知的障がい者

(N=86)

精神障がい者

(N=39)

資料：倉敷市障がい者基本計画
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（7） 利用環境・利用促進に関する特徴と問題 

 

主要交通結節点である倉敷駅周辺における低い利便性 

 倉敷駅は本市の玄関口として、鉄道や路線バス、コミュニティタクシー、一般タクシ
ーなど多様な公共交通の結節点となっています。 

 一方、ＪＲ倉敷駅、倉敷市駅、バスターミナル、タクシーのりば、商店街や美観地区
への経路を示す案内が十分ではありません。また、乗換等の案内が可能な各種案内所

（ＪＲ案内所や観光案内所、路線バス案内所）は分散しており、利用者にとってわか

りにくくなっています。 
 
【写真】路線バス案内所            【写真】ＪＲ駅改札口から水島臨海鉄道までのルート 

    （交通事業者によって分かれて設置）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活の中で認識の低い公共交通 

 倉敷市では、エコ通勤やバス教室、公共交通利用促進パンフレットの作成などの利用
促進が実施されてきました。しかし、通勤などにおいて公共交通利用の定着にいたっ

ていない状況です。 

 市内の公共交通機関に対する満足度では、「不満」という回答の他に「どちらともい
えない」という回答も多くなっており、公共交通について十分認識されていないこと

がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成26年度 倉敷市第六次総合計画「まちづくり指標」アンケート調査 

図 4 - 29市内の公共交通への満足度 

満足

11.8%

3.9%

2.8%

6.6%

どちらかというと満足

21.5%

15.2%

10.6%

14.6%

どちらともいえない

28.0%

34.6%

43.5%

34.7%

どちらかというと不満

18.3%

20.1%

24.1%

22.3%

不満

20.4%

26.0%

19.0%

21.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10-20代(N=93)

30-50代(N=407)

60代(N=216)

70歳以上(N=274)
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限られたICカード乗車券「Hareca」の利用可能範囲 

 路線バスで利用できるICカード乗車券｢Hareca｣は、路線バス利用者の半数以上（1
日平均約5,000人）が利用しています。また、Hareca利用エリアでは、ICOCA7やPiTaPa8

も利用が可能となっています。 

 一方、Harecaカードを市内の鉄道やタクシー、レンタサイクル、買い物等で利用する
ことはできません。公共交通をより利用しやすい環境の構築や、市外からの来訪者が

利用しやすい環境づくりに向けて、ICカードの利用可能範囲の拡大と更なる利用促進

が求められます。 

 

 

 

（8） 協働に関する特徴と問題 

 

関係機関・交通事業者間での連携の不足 

 市内では、鉄道・路線バス・一般タクシーなど複数の交通事業者が運行を行っていま
すが、各主体単独での実施が基本となっており、交通事業者間や行政、目的地となる

施設等との連携による取り組みは限られています。 

 情報提供や運行内容、利用促進などにおいて、接続する路線間の連携は十分行われて
いません。 

 

 

コミュニティタクシー導入地区以外における住民・行政・交通事業者間での連

携の不足 

 バス路線が廃止された地域や交通不便地域において、地域との協働によるコミュニテ
ィタクシーの導入を進めています。しかしながら、導入に至った地区は限定的となっ

ており、導入地区の拡大が必要です。 

  

                             
7ＪＲ西日本で導入されている非接触型ICカード 
8関西を中心に岡山、静岡を含めた63の鉄道・バス事業者で構成されるスルッとKANSAI協議会で導入されている

非接触型ICカード 
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２ 取り組むべき課題 

市の現状、上位計画に示すまちづくりの方向性、既存計画の達成状況、公共交通の特

徴と問題点を踏まえ、倉敷市において今後取り組むべき課題を示します。 
 
 

➊ 幹線・支線の明確化による地域間・地域内の連携強化 
移動ニーズに応じた公共交通サービスの提供と効率的で持続可能な公共交通に向けて、

広域ネットワークも含めて市内バス路線の幹線・支線の考え方を明確にし、需要や地域

の実情に応じたサービスを提供する必要があります。 

 

➋ 広域ネットワークとの連携強化 
公共交通による都市間移動を誘発するため、鉄道や新幹線、高速バス、リムジンバス

など広域ネットワークと市内の交通の連携が必要です。このためには、結節点となる倉

敷駅や新倉敷駅、児島駅などの拠点の整備とともに、これら拠点と居住地域や施設を結

ぶ市内の交通サービスを充実させる必要があります。 

 

➌ 交通渋滞に対応した交通サービスの構築 
市内で慢性的に発生する交通渋滞時における、路線バスのサービス低下を軽減する対

策の検討が必要です。 

 

❹ 公共交通と自転車との連携強化 
駅や停留所までが比較的遠い地区からの公共交通利用の拡大や、来訪者も含めて市内

移動の選択肢を増やすため、二次交通としての自転車の利用環境を向上させる必要があ

ります。 

 

➎ 地域との連携によるコミュニティタクシー運行地区の拡大と利便性の向上 
交通不便地域の高齢者等の移動手段の確保を目的に導入しているコミュニティタクシ

ーについて、地域と連携した運行地区の拡大と利便性の向上が必要です。 

 

❻ 倉敷駅周辺や地域・地区間の回遊を促進する交通サービスの構築 
広域拠点として施設や路線が集積する倉敷駅周辺において、市街地内の回遊を促進す

るわかりやすいサービスの検討と、公共交通による地域・地区間の回遊を可能とするネ

ットワークの構築が必要です。 

 

❼ 観光客の二次交通としての公共交通の活用 
美観地区や、市内各所の魅力ある観光地への周遊促進を目的に、観光二次交通として

路線バスや一般タクシーなどの公共交通の更なる活用が必要です。 
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➑ 地域資源である鉄道のサービス向上と活性化 
地域の貴重な財産である鉄道について、利便性を向上させ通勤・通学の重要な移動手

段とするとともに、周辺地域等と連携した更なる利用促進が必要です。 

 

❾ タクシーのサービス向上と活性化 
一般タクシーは、生活支援、福祉、観光など多様なニーズに対応したサービスであり、

予約すれば市内どこでも利用できる特色を生かした、サービスの向上と活性化が必要で

す。 

 

❿ 公共交通と福祉交通との連携による誰もが外出しやすい環境の構築 
障がい者や高齢者などの1人では公共交通機関を利用することが困難な人や、ベビー

カーを利用した子育て世代など、誰もが外出しやすい環境を構築するため、公共交通と

福祉交通の連携体制・役割分担を明確にするとともに、周辺利用環境のバリアフリー化

が必要です。 

 

⓫ 倉敷駅周辺の利便性向上 
主要な交通結節点として倉敷市の玄関口である倉敷駅において、乗り継ぎ利便性の向

上や情報案内を充実させ、わかりやすく利用しやすい環境の整備が必要です。 

 

⓬ 公共交通を利用しやすい環境の構築と戦略的な PR 
ICカードの利便性向上などによる公共交通を利用しやすい環境の構築と、ターゲット

を絞ったより効果的かつ魅力的な公共交通のPR・利用促進を進めることが必要です。 

 

⓭ 関係主体・地域住民の連携強化 
各種課題の解決にあたっては、交通事業者や目的地となる施設、地域企業、行政機関

といった関係主体や地域住民との連携を強化し、地域一丸となって取り組みを推進する

必要があります。 


